
 

令和６年度事業承継啓発セミナー運営等業務請負先の公募について 

（請負業務説明会の実施について） 

 

標記の件について以下のとおり公告する。 

令和６年１０月１０日 

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 

    東北本部長 矢内 友則 

１．業務実施の目的 

中小企業・小規模事業者（以下、「中小企業」という。）は、地域経済の発展や雇用を担う重要な存在であり、

経営者の高齢化が進む中、事業承継の一つである M&A は経営資源の散逸防止や雇用の維持のために極め

て重要である。また、M&A を実施した中小企業は、M&A を実施していない企業と比べて売上高、経常利益、労

働生産性を向上させているといったデータもあり、M&A は中小企業が成長を図るための重要な経営戦略のひと

つである。 

国においては、令和２年３月に適切な M&A のための行動指針である「中小 M&A ガイドライン」を策定したほ

か、令和３年４月にはM&Aを推進するため今後５年間に実施すべき官民の取組を「中小M&A推進計画」として

取りまとめる等、後継者不在の中小企業のM&Aを促進してきた結果、令和４年度の国内の中小M&Aの実施件

数は増加し、事業承継・引継ぎ支援センターを通じたものが 1,681件、民間M&A支援機関を通じたものが4,036

件となっている。また、M&Aを成功させるためには PMIの取組が重要であり、令和４年３月に「中小 PMIガイドラ

イン」を、令和６年３月には「PMI 取組事例集」を策定・公表するなど PMI の取組も推進している。他方、東北地

域においては、中小企業庁が令和５年１２月に公表した中小企業の企業数において全国と比較しても企業数の

減少率が大きいほか、民間調査会社のデータにおいても経営者の平均年齢は全国と比較して高い傾向にあり、

後継者不在率が高い県が存在するなど、廃業を選択せざるを得ない潜在的な経営者が多く存在することが考え

られる。また、東北地域は少子高齢化・人口減少の国内先進地であり、生産年齢の大幅な減少が見込まれ、人

手不足が大きな課題となっており、更に昨今の物価高等の厳しい経営環境を踏まえると、中小企業や支援機関

が M&A に対してより一層理解を深めるとともに、課題解決・企業成長の一手段として M&A を活用することが期

待される。 

また、中小 M&A の実施件数の増加にともない、専門業者による過剰な営業行為や不適切な買い手による

M&A 支援についても散見されることから、公的機関による健全な M&A の周知・促進が求められるところ、本事

業では、東北各地域における M&A の促進（譲受側の掘り起こし等）や、M&A に関するリテラシー向上を目的と

して、事業承継啓発セミナーを開催するものである。 

 

２．業務名 

令和６年度中小企業事業承継円滑化支援事業にかかる事業承継啓発セミナー運営等業務 

 

３．請負業務の内容 

  本業務の目的を十分に理解した上で、事業承継啓発セミナーを開催する。 

 ※詳細説明は、請負業務説明会において実施する。 

 

４．請負業務の期間  

契約締結日から令和７年２月２８日（金）まで 

 

５．参加条件 

（１）中小企業基盤整備機構契約事務取扱要領第 2条及び第 3条の規定に該当しない者であること。 



※以下、Webサイト参照のこと。 

    https://www.smrj.go.jp/procurement/bid/contract/index.html 

（２）中小企業基盤整備機構反社会的勢力対応規程（規程 22 第 37 号）第 2 条に規定する反社会的勢力に

該当する者ではないこと。 ※以下、Webサイト参照のこと。  

https://www.smrj.go.jp/org/policy/index.html 

（３）全省庁統一資格（「令和０４・０５・０６年度」）において当該資格を有する「役務の提供等：広告・

宣伝（３０１）」、「役務の提供等：会場等の借り上げ（３０７）」、又は「役務の提供等：その他（３１５）」の「A」、

「Ｂ」、「C」、又は「Ⅾ」の等級に格付けされているものであること。 

（４）現在、独立行政法人中小企業基盤整備機構（以下、「中小機構」という。）の専門家として業務委託契約

を締結している者または専門家が役員等に所属する法人に該当する者でないこと。 

（５）過去３年以内に情報管理の不備を理由に中小機構との契約を解除されている者ではないこと。 

（６）当該業務遂行に必要な関連知識及び業務を的確に遂行するに足る能力を有するもの。 

（７）請負業務説明会に参加したものであること。 

 

６．請負先選考方法 

（１）本請負業務は、一般競争入札（総合評価落札方式）にて決定する。 

（２）企画提案書の評価審査は、本業務に関して設置する「企画評価委員会」が行う。 

（３）入札価格について定められた計算式により価格評価点を計算する。価格評価（入札）において、予定価

格（非開示）を超えた入札は除外する。 

（４）企画評価点及び価格評価点の合計点の最も高い者（１社）を業務請負先として決定する。 

 

７．請負先選考日程（予定） 

（１）掲示による公告 令和６年１０月１０日（木） 

（２）請負業務説明会 令和６年１０月２２日（火）14時～（於：中小機構東北本部 会議室） 

（３）質問書提出期限 令和６年１０月２８日（月）17時まで 

（４）質問書に対する回答 令和６年１０月３１日（木）まで 

（５）競争辞退期限 令和６年１１月 ７日（木）17時まで 

（６）企画提案書・入札書提出期限 令和６年１１月 ８日（金）12時まで 

（７）企画評価委員会 令和６年１１月１２日（火）（於：中小機構東北本部 会議室） 

     ※時間等は、提案書の提出状況を踏まえ、別途連絡する。 

（８）開札、選考結果通知 令和６年１１月１５日（金）14時～（於：中小機構東北本部 会議室） 

     ※選考結果を各社に通知 

 

８．請負業務説明会  

（１）日時：令和６年１０月２２日（火）14時～ 

（２）場所：中小機構東北本部 会議室 

※企画選考に参加を希望する者は、必ず請負業務説明会に参加すること。 

※請負業務説明会において、業務内容、選考方法及び提出書類等の詳細を説明する。 

※請負業務説明会への参加希望者は、令和６年１０月２１日（月）17 時までに下記の本件に関する連絡先ま

で、Ｅメールで参加の旨を連絡すること。 

その際、①会社名、②会社住所、③参加者氏名・役職、④連絡先（電話番号、Ｅメールアドレス等）を記

載すること。 

なお、参加人数は 2 名以内とし、2 名参加の場合、④連絡先（電話番号、Ｅメールアドレス等）は代表の

１名分のみ記載すること。 

https://www.smrj.go.jp/procurement/bid/contract/index.html
https://www.smrj.go.jp/org/policy/index.html


 

９．留意事項 

（１）企画提案書等の作成及び提出に係る費用については、全て参加者の負担とする。 

（２）一度提出された書類の変更及び取り消しはできない。 

（３）提出された書類は返却しない。 

（４）提出された書類や取得した情報等は、本業務の採択に関する審査以外には使用しない。 

（５）選考については、結果のみ通知し、選考内容については公表しない。 

（６）請負業務説明会の参加者であって、本選考への参加を辞退する場合、令和６年１１月７日（木）17 時まで

に、辞退の旨を下記の連絡先までＥメールで連絡すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この公募に関する掲載期間は、令和６年１０月１０日（木）から令和６年１０月２２日（火）までとする。 

 

 

以上 

 

【本件に関する連絡先（問合せ先を含む）】 

〒 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 4-6-1 仙台第一生命タワービル 6階 

独立行政法人中小企業基盤整備機構東北本部 地域・連携支援部 地域・連携支援課  

（担当：矢代、森田） 

電話：022-399-9058 

Ｅメール：tohoku-renkeishien@smrj.go.jp  

 


